埋蔵文化財の取扱いに関する誓約書

　 eq \o\ad(蓮田市教育委員会,　　　　　　　　　)
　教育長　　　　　　　様

　蓮田市　　　　　　　　　番地　　の個人住宅建設に係る埋蔵文化財の取扱いについて、「埼玉県埋蔵文化財発掘調査等取扱い基準」に基づき、別紙図面のとおり確認された埋蔵文化財については、遺構確認面との間に30㎝以上の保護層を設け、埋蔵文化財に影響を及ぼす工事は一切行いませんことを確約いたします。

　なお、工事方法の変更、又は新たな建築物の建設、及び天地返し等、当該埋蔵文化財に影響を及ぼす開発を行う場合は、蓮田市教育委員会に速やかに連絡し、その指示に従います。

平成　　　年　　　月　　　日　

　　　　　　　　　土地所有者　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　設計責任者　 eq \o\ad(会社名,　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

施行責任者　 eq \o\ad(会社名,　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　

